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↑が羽生警

察署のホー

ムページで

す。 

〇不法就労となるのは次の３つ 

※雇用主のみなさんへ 

不法就労は雇用者も処罰の対象になります。 

雇用するときは、必ず在留カードの確認を！ 

・薬物を持っているのを見たり聞いたりした 

・覚醒剤を外国から持ち込む話を聞いた 

・覚醒剤のようなものを預けられた 

・隣の部屋で大麻栽培をしているかもしれない 

〇 埼玉県警察本部組織犯罪対策第一課：「048-832-0110」 

〇 埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター 

  「ホワイトテレフォン048-822-4970（やめてニコニコよくなれ）」 

連絡お待

ちしてお

ります。 

●即日交付を希望する方 

・

（月曜～金曜、午前 ９時00分～11時00分 
       午後 １時00分～４時15分） 

・

（月曜～金曜、午前 ９時00分～11時30分 
       午後 １時00分～４時15分） 

●後日交付でも良い方 

 県内警察署の運転免許窓口

 （鴻巣署を除く） 

（月曜日～金曜日、午前９時0

0分～午前11時30分、午後１時

00分～午後４時15分） 

※交付まで２～３週間 

※ 手数料の支払いは原則「キャッシュレス決済」のみとなり、窓口で現金
 の使用はできませんのでご注意下さい。 


